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予算制度改革論における「科学的管理」と

「真の民主主義」
1910年代のアメリカにおける財政制度改革論に関する考察 (2)

横 田 茂

はじめに

予算制度ιは，歴史的にはプノレジョア民主主義章命の成果であって，国民の

代表者が，これを通じて政府の財務行政を監視し，行政全体を統制する最も有

力な手段であるとされて来た"。

しかし，近年，政府部門の活動が急速に拡大し，国民経済における比重を高

めるに伴ない，国家の合理的な政策選択および政策実施に関する有効な管理の

用具として，予算制度を評価する見解が広く行われている。アメリカを中心と

する先進資本主義国における所謂 P.P. B. S目の理論と実践は，その典型をな

すものと言えようの。 これらの見解の一つの特徴は， 政府部門を民間企業に類

似した一つの組織体とみなし，予算制度を中核としたマネジメント・システム

を確立することにより，資源配分に関する組織体の意志決定を，合理的に行お

うとすーる，点にある"。

私は，前稿において， これら現代的予算制度改革論の生成期であるところの

1910年代アメリカをとりあげ，当時の代表的行政学者 W.F. ウィロビーの予

1) 島恭彦「財政学概論J昭和"年， 305頁。
2) Planning-Programming-Budgeting System， 1965年，ぺトナム戦争によるアメりカ連邦政附
財政の窮迫を背景として，連邦政府に導入された，新しい予貰編成γλテムであるロ ζれは，長
期的な計画輩定 (planni唱〉と短期的な予算編成 (budgetibg)とを，プログラム作成 (program
即時〕を媒介に有機的に結合することによって，資源配分に関する組織体由意志決定を合理的
に行おうとする考えを，制度化したものであると言われる. (宮川公男訳 rFPBSとシステム分
析」昭和44年.1頁，)

3) 宮川公男，PPBSの原理と分析」昭和44年， 3-5頁.
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算制度改草論を検討したヘ本稿ではこれにひきつづき， ウィロピーの所論に

おける「民主主義」概念、の変容に焦点をあわせつつ，そり理論の予算制度改革

論におけ4歴史的位置づけや試みたい。

従来耳目本の財政学研究においては，若干の紹介を除いては， ウィロビーが

とりあげられたことはほとんどなかった。むしろ行政学者の研究が多しその

大部分は，彼が「行政部門における能率性の原則を重視し，実証的研究にもと

づく行政の一般原理を探究じ，行政学の科学としての成立に努めた」とし、う点

を，高〈評価している九

この小論の結論を先どりして言えば，私は，ウィロビーを行政学者の従来の

ような視角から評価するのは，彼の理論全体の性格からみて不適当であり，彼

が，民間企業の管理方式を政府部門へ移値することにより，官僚による議会統

制と行政制度合理化の課題に応えようとした点を，その中心的業績とみるのが

適当であると思う。こうした評価を確立することによって，資本主義の独占的

段階以降今日に至る財政制度改牛論。本質を，法則的に正確に把握する端緒が

開かれるであろ号。。ちに示すように，資本主義の独占的段階への移行じそ

こから急激に進展する国家機能の膨張，これに対処するに民間企業の管理方式

をもってせざるを得ないという事実が，予算制度改革論の背景に存在するので

あって，経済過程と政治機構の接点をなす予算制度をめぐる動きは，経済的・

政治的諸矛盾の展開と国家機能の膨張，および同家財政の危機の進展を媒介と

して，独占段階における国家と経済の関係を典型的に示すものとなった。

本稿においては，先ず，今世紀初頭のアメリカにおける予算制度改革をめぐ

る勤き E概観L，次いで，ウィロビーの所説の検討に移ることとする。

I 

rI9ω年代に始まり，大部分は192白年代以後の所産であるアメリカ行政制度

4) 拙稿. W. F. Wil10ughby ID予算制度喧草論， r:経済論叢J第 1叩巻 1号，昭和44年 1月。

5) r政治学事典」昭和39年， 91頁。
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の急激な変革の一つは，予算編成・予算確定および予算統制の分野においてな

さすLIニ。」町

アメリカにおける予算制度改革運動は，政府行政機構改羊運動の重要な一分

野として発展しい 1四92幻1年「予算および会計法〔⑨B吋 g酔etand Ac凹c凹叩c叩 E臼町凹1立n凶主

成立によつて，連邦政府に統一的な予算制度の樹立をもたらしたた こう Lた

今世紀初頭における予算制度の変革の某礎には，アメリカ資本主義の独占段階

への移行に伴なう政府機能の急速な発展が存在した。

周知のように，アメリカ資本主義の急激な発展は，前世紀の80年代に既に独

占を生み出したのであるが，これと共に発生する経済的諸矛盾と階級闘争の激

化に対応し，連邦政府機能の急速む拡大が開始された。連邦政府機能の拡大は，

主として次の分野において，特徴的にみられる。第一，アメリカ国内において

発展する階級的運動の抑圧と，帝国主義的海外進出を支える軍事力と外交能力

の充実。すなわち，南北戦争後の陸軍拡充， 1882年以後の海軍拡充計画の進展，

1898年米西戦争によるキューハ・フィリピy ・プエノレトリコの領有と植民地行

政の拡大， 1906年パナマ運河建設開始等はその顕著な現われである旬。第二，

急速な経済的発展を保障すべき全国的輸送手段の建設。当時，輸送手段の中心

は鉄道に移行しつつあったが，河川・運河 道路・港湾建設等を内容とする連

邦政府の「公共事業 (puulicwork) Jも拡大した (Mi.s.s問中piRiver COInmission 

187~ 年， Rive:r; and Habor Act. 1882年， Missouri" River Commi田 ion. 1884年， Ca-

lifornia Dcbris Commission. 1893年など戸。第三，急激な資本主義的発展の諸結

果lこ対応する改良的機能の拡大。先ず，全国的に発展する反独占運動の高揚の

中で，州際通商決(1887年〕・シャーマン法(189C年〕等の「反独占的立法」が成立

し，連邦政府に州際通高委員会・連邦交易委員会等の独立行政機関が組織され

たへさらに，労働者運動の高揚に対応し， 工場立法・少年労働法等が成立し，

6) L. D. White， lntroducticη to the Study of Public Administration， 1955， p_ 239 
7) Studenski and Krooss， Ffnanct'al 昂山門 ofthe U.加."，d品'tates，1952， pp. 323-325 
8) 阿利英一，合衆国における職能政府目成}L， r法学正吉川二」第55巻第1号，昭和32午， 71買。
9) 向上，71頁 10) Studenski and Kroo路 ，op. cit.， P 226 
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'第 1表連邦政府歳入歳出

1900 1901 1902 1903 1904 1905 

収入

問 車話 233.2 238.2 254.4 284.5 261.3 261.8 
法人税及び所得税

その他の消費税 295.3 307.7 271.9 230.8 232.9 234.1 
固 有地売却 2.8 3.0 4.1 8.9 7.5 4.9 

公債売却手数料 1.5 0.5 
パナマ運河 0.4 

幸住 ~X 入 35.9 38.9 32.1 36.2 38.9 43.1 

系主 言f 567.2 587.7 562.5 561.9 541.1 544.3 

支出

主 法 及 び 執 政 10.2 11.4 11.5 12.6 17.2 12.2 

F圭 軍 119.0 128.0 99.8 102.1 95.0 101.8 
海 軍 56.4 61.0 68.3 83.1 103.6 118.3 
内 務 10.2 18.7 13.3 11晶7 14.0 15.8 
郵 {更 局 8.8 6.5 4.0 4.9 8.7 17.3 
農 手主 3.6 4.0 4.6 5.3 5.6 6.5 
高 務 0.2 0.2 0.2 9.3 10.6 10.9 
胃 憧』

司 t吉 6.4 6.7 6.8 7.9 8.1 8.3 
財一 ま華 52.7 61.3 57.8 57.7 60.7 54.4 
年 金 140.9 139.3 138.5 138.4 142.6 141.8 
コロンピア地区 7.1 8.7 9.4 8.6 9.4 11.7 
~IlJ 11[ ?;巷 i膏 18.7 19.5 14.9 19.6 22.5 22.8 
パ ナ ' 7 豆 河 50.2 3.9 
インディアン問題 10.2 10.9 10.0 12.9 10.4 14.2 
矛H 子 40.2 32.3 29.1 28.6 24.6 24.6 
手 数 来斗 33.1 14.7 14.0 10.9 1.3 
そ Uコ f也 3.4 1.3 3.0 3.4 4.4 2.8 

ト一一一一一
総 言t 520.8 524.6 485.2 517 .0 583.7 567.3 

超過(1)又は赤字(-) +46.4 十 63.1 十 77.2 +44.9 -42.6 23.0 
車竜 負 {貴 2)137.0 2，143.3 2，158.6 2.202.5 2，264.0 2，274.6 
負債利子 1，023.5 987.1 931.1 914.5 895.2 895.8 

出所 Am凶 alRetort of the Treasvη ， 1900-1913，. Studenski & Kioc回，
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わよび負債 1900--1913 (百万ドル)

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 

300.3 332.2 286.1 300.7 333.7 314.5 311.3 318.9 
21目。 33.5 28.6 35.0 

249.2 269.7 251.7 246.2 269.0 289.0 293.0 309.4 

4.9 7.9 9.7 7.7 6.4 5.7 5.4 2.9 

0.5 1.5 

0.4 1.2 1.1 。目7 3.2 1.8 3.0 4.1 

39.8 53.4 53.2 49.0 42.3 57.3 51.3 53.8 

595.0 665.9 601.9 604.3 675.5 701.8 692.6 724.1 

11. 7 12.2 14.2 14.2 14.1 14.0 13.6 13.9 

94.5 101.5 109.7 129.0 129.2 128.7 115.6 121.1 
111.2 97.8 118.7 116.3 124.0 120.7 136.4 134.1 

19.1 26.1 25.5 24.9 22.0 23.1 24.0 22.4 

15.0 10.1 15.3 21.6 10.1 1.8 3.5 3.2 

7.6 10.5 13.5 16.3 17.0 17.7 19.5 20.5 

10.5 11.0 14.9 14.3 19.2 18.5 14.5 11.3 
3_3 

8.6 9.4 9.1 9.1 9.6 9.5 9.7 10.4 

53.1 55.7 64.2 61. 7 66.1 66.4 65.9 62.1 

141.0 139.3 153.9 161. 7 160.7 158.0 153.6 175.1 

11.5 11.4 12.2 14.8 11‘7 12.3 13.0 12.8 

25.9 23.3 30.2 34.4 29.0 33.6 35.5 41.5 

19.4 27.2 38.1 31.4 33.9 37.1 35.3 41.7 

12.7 15.2 14.6 15.7 18.5 20.9 20_1 20.3 

24.3 24.5 21.4 21.8 21.3 21.3 22.6 22.9 

1.4 0.2 

2.5 3.7 3.7 6.8 7.2 7.5 7.1 7.9 

570.2 579.1 659.2 693.7 693.6 691.2 689.9 724.5 

+24.8 +86.7 -57.3 -89.4 -18.1 十 10.6 十 2.7 -0.4 

2，337.2 2，45干.2 2，626.8 2，639.5 2，652.7 2，765.6 2.868.4 2，9162| 
895.2 894.8 897.5 913.3 913.3 915.4 L竺竺.8 965.7 

Financial Histoη of United States， p. 264 
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「労働者保護行政」 が展開古れる (1885年連邦労働局設置→ 1904年通商労働省設

立---，，1913年労働省独立〉問。 また， 森林資源保護士目的とする国立公閣の設置

く1891年λ 農業保護・振興を目的とする第三モリノレ法 (1890年l， 政府機関によ

る不毛地の開発・濯漉を H的正する開拓法 (ReclamationAct. 1902年〕の成).'，に

みられるように，荒廃する自然資源の保護・開発行政も発展しはじめた出。

以上で概観したような連邦政府機能の急速な拡大は，政府機構とそこに勤務す

る職員，および政府支出の急激な膨張を結果した〔第1表参照〕。

さて，このような政府機能の急激な拡大は，当時の連邦政府行財政制度に内

在する欠陥と結合し，連邦政府行政の混乱と浪費を広汎に生み出した。当時の

連邦政府財政制度においては，第 に，大統領および財務長官が，予算の見積

り・編成に関し充分な権限を保持しておらず，行政部門の各部局において見積

られた予算要求は，厳密な査定を受けることなし議会に提出されるのが常で

あった。第二に，議会における歳出決定にあたっては，両院の夫々 8委員会が

所管の部局・事項の歳出決定をハラパラに担当しており，両院聞の統一的な手

続規程も停在しなかった問。以上のような財政制度上回欠陥は，行政機能の急

速な拡大の過程で，行政各部門の予算要求に関する統一的調整の欠如，水増し

要求，委員会相互の資金争奪合戦，歳出決定に関する両院聞の紛争，組織・機

能の重複等の事態を激化させ，行政の無計画性と浪費を促進したのである14L

アメりカにおける予算制度改常運動ばp 以上のような条件のもとで発展を始

める。 この運動の初期において. 1921年「予算および会計法 l に重要な影響

11) Ibid.， pp. 266-267 
12) Ibid.， pp. 263-266 
13) 下院においては， ComIlliUee on Agriculture， Committee on Military Affairs， Committee 

on Naval Affairs， COlmnittee on Indian Affairs， Committee on FareignAffairs， Cmn四位tee

on Post 0日ceand Post R{)ads， Committee on Rivers and Harbors， Committee on 
Appropriations，上院においては， Com1nittee on Aguculture and Forestry， Committee on 
Military Affairs， Committee' on Pensions， Committee on lndian Affairs，Committee on 
Post Qffice and Post Roads， Cornmittee on Cmumerce， Committee on Appropriations， 
の各委員会が見積りを検討し， 歳出法案を提出する権限を有していた cw.F. Wil1oughby， 
The National Budget Sys帥叫 1927，pp. 12-13， pp. 16-17.) 

14) Ibid.， pp. 4-18 
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を与えたのはニューヨーク市政調査会 (NewYork Bureau of Mun回 palRe 

search. 1906年設立)Jおよび「節約と能率に関する大統領委員会 (P，開ident'.'l

Comrnission on Economy and E伍ciency.1911年設すlJ の業績である。 rニェーヨ

ク市政調査会」は， 1907年，エューヨーク市の予算制度に執行部予算〔時四u-

tive budget)の原則を採用した。 さらに予算の明示においでは，従来の費目別

勘定科目に加え，組織単位別・機能別勘定科目を導入したへ 乙の改革の目的

は，市政担当者である執行部への予算編成・執行管理権の賦与，および，支出

の多限的分類によって，行政の計画・管理・統制機能を強化し効率的・経済的

行政を達成しようとする点にあった問。 r市政調査会」の試みは， 連邦政府の

予算改革にも拡大され r節約と能率に関する大統領委員会」は， 1912年，

執行部予算の原則および支出の機能的・目的別分類の採用による，連邦政府財

務行政制度の改革を勧告したべ 「ニューヨーク市政調査会」に始まるこうし

た自治体・連邦政府の予算改革をめぐる動きは， また「行政調査運動 (Move

me目 forGovernmental Research)J とも呼ばれている。この運動は，政府部門の

改革に，民間企業の能率増進運動の成果，とりわけ「科学的管理法」の原理のi

移植を主張するものであれ予算制度改革のみならず今世紀初頭の行政改革運

動全般を推進した思潮であった泊。 rニ品ーヨーク市政調査会」の指導者の一

人であり，かつ「節約E能率に関する大統領委員会」の議長をも勤めた行政学

者クリーブランドは， r科学的管理法Jの公行政への拡張の熱心な主張者とし

て知られている問。

さて r節約と能率に関する大統領委員会」の勧告は，当時，実現を阻まれ

たのであるが，連邦予算制度の確立を求める戸は，第一次大戦下の戦時財政の

混乱が進行する中で，再び高揚する。すなわち，連那政府支出は，合衆国の参

15) 宮川公男訳，前椙書 38-40ll:内
， 16) 向上， 36-37頁L
17) 同上.3訂7頁'また羽Willoug油hby，ThePn仰0品る恒le仰mofaM品4

18) Waldo， The Admiρ?叩M一str，問αtμる民包e品'tate白'.1臼948，p. 32 
19) M. L. C∞ke “The Influence of Scientiflc Management upon Government-Federal. 

State and Mun山 pal"，Bu必'etinof the Taylor品 cたか Vo1.ix. No. 1， 1924， p. 33 
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第2表連邦政府支出1915ー 1919 (百万ドル)

1915 1916 1911 1918 

陸 軍 128，4 134，3 412，5 5，672，9 

海 軍 142_7 155_9 258_2 1，370，4 2，019_1 I 
立法、執行等 32，0 31.3 33，3 49，1 

内 務 29，1 24，8 29，2 35，3 29_1 

商務 労働 15，3 14.9 15.5 19.2 29_0 

員す 務 71.1 13.1 84.9 181.8 289.9 

農 1奇 29.1 28.0 29.6 46.8 

1由 立 機 関 5.7 7.2 22.7 1，135.8 2，723.5 

i可 JiI i巷 i竜 46_8 32.5 30.5 29.6 33.1 

パナマ運河 29.2 11.5 19.3 20，8 12.3 

年 金 164.4 159.3 160，3 181.1 

タト 債 購 入 885，0 4，739.4 3，477.9 

ヰIJ 子 22.9 22.9 24_7 197.5 615，9 

雑 支 出 43.7 38.5 80.2 111.3 150.4 I 

新誌 計 160.6 740.9 2.086，1 13，711.9 18，95叫
出所 A，問 ualRξ卯吋 ofthe Secretary of tlw Treasu門， 1915-1919; Studenski & 

Kroos::I，泌氏1.，IJ. 299 

戦を機に，軍事部門と同盟諸国の外債購入を中心として急激な増大をみるので

ある〈第2表〕。いわゆる，通常部門についても，財務省の支出増大は，戦時保

険の損失，軍人家族手当，公債発行キャ Yベ-/'， ピヅトマY法による銀流出

にかかる費用増等によってもたらされたのであって，農務省、のそれは，同盟諸

国「援助」のための農業生産の確保を目的としていた。独立機関の支出の飛躍

的増大は，戦時産業動員体制下の諸々の行政機関 国防会議 (Councilof Na-

tional Def四 ce)， 戦時産業院 (Warlndustries Board)， 船舶局 (ShippingB叩 rd)，

緊急船舶会社 (ErnergencyFleet Corporation)，鉄道局 (RailroadAdminist削 ion)，

食料局 (FoodAdminist阻 tion)， 燃料局 (FuelAdministration)，殻物会社 (Gロm

Cm伊 ration)，戦時金融会社(WarFinance Corporation)，住宅会社 (Housi珂 Corpo-
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ration)等 への支出によってもたらされた問。以上のような未曽有の財政膨

張に対処する方策は，連邦財政制度の戦時体制への編成と金融機構の集中によ

り，財政収入の急i車な確保と集中的な資金動員体制を整備することであった。

連邦議会は， 1914年10月緊急歳入法 (EmergencyRevenue Act)による増税決定以

来，五次にわたる増税を決定した(第3表は当時四租税収入D一端を示している〕叫。

第3表連邦政府の歳入品、よび負債1915-1919 (百万ドル)

1915 1916 1917 1918 1919 

関 税 209.8 213.2 226.0 182.8 183.4 

所得及び収益税 8O.2 124.9 387.4 2.852.3 2.600.8 

員す 産 干蒐 6.1 47.5 82.8 

資 本 税 10.5 25.0 28.8 

i自 費 主克

酒 144.6 158.7 192.1 317.6 365.2 

発酵アルコ ル飲料 79.3 88.8 91.9 126.3 117.8 

タ ノミ コ 80.0 88.1 103.2 156.2 206.0 

製 造 業 36.6 75.6 

売上、切手、トランプ 24.1 43.0 . 9.7 23.2 49.7 

運 輸 64.6 219.9 

電話、電報、保険 12.8 32.4 

従業、入場、支払税 6.9 5.2 31.4 59.7 

その他の歳入 79.9 58.9 92.2 304.3 633.1 

総 計 697.9 782.5 1，124.3 4.180.4 4，654.4 

支 出 760.6 740.9 2，086.1 13，791.9 18，952.1 

超過(十)品るいは揖宇(ー) -62.7 +41.6 961.8 9，661.5 ト14，297.7

車抱 負 債 1，191.3 1，225.1 2，975.6 12.243.6 25，482.0 

負 {貴 干rJ 子 969.8 971.6 2，712.5 11，985.9 25，234.5 

出所 A附出alRetort of the Secretary of the TreasuTY. 1915-1Q19; Studenski & 
Krooss， ibid.， p. 297 

20) St t1d~nski and KrOoss，噌 cit.，p. 298 
21) Ibld.， pp. 295-298 
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第4表第1次大戦中の募債額 (百万ドル)

名 称 発 行 期 募 {責 額

第 1 回 自 由 公債 1917年 6月 1，989 

第 2 回 。 1917年11月 3，807 

第 3 回 ク 1918年 5月 4，175 

第 4 回 。 1918年10月 6，964 

目芽 flj • 1919年 4月 4，495 

戦 時 '5' 蓄 証 券 1917年中 10 

同 1918年中 961 

大 蔵 省 貯 蓄証券 1917年中 160 

百十 22，361 

出所 田村謙次郎「列国の財政快担と財政論考」日本評論社， 1!:)30年， 515~516買。

しかし，連邦政府の増税は，戦費の31%をまかなったにすぎず，他の部分は財

務省、と連邦準備制度を結ぶ公債収入によって賄われた(第4表〕叫。

連邦政府における莫大な赤字の累積，および，大規模な赤字公債が必然的に

生み出す激しいイ γ フレージョンの進行の下で， 経費節減運動が開始されたヘ

また，戦時の財政危機は，連邦政府のみでなく州・地方政府においても深刻で

あったが I節約と能率に関する大統領委員会j の勧告は，戦時体制下の各州

における予算制度改革に強い影響を及ぼした。 Iユュ 己ーク市政調査会」の

A. E. Buck によれば， 1919年までに， 39丹lにおいて予算制度改革が達成され

たと言う w

さて，こうした第一次大戦下の予算制度改革をめぐる動きの中lで， 1916年，

連邦政府の機構・運営を研究することを目的とする， I行政調査研究所 (In'

22) Ibid.， pp. 288-'四5
23) 当時の，戦時産業動員の性格および経費節減運動に関する研究については，次のもりがある。

池上悼，第1次大戦開始期におけるアメリカ産業動員体制の諸特徴， r経済論議」第 101巻 6号，
昭和43年，同，国家独占による競争条件の創出と軍需調達度制申合理化， r経済論叢」第 102巻
2号，昭和43年a

24) A. E. Buck， "The Present Status of the Exec山 veBudget田 theState Goverriment"， 
z..ational Municipal Revie町， Vol. 8， 1919， pp. 422-424 
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stitute for Governmental R四国rch)Jが設立された。 r行政調査研究所」は，

「節約左能率に関する大統領委員会」の勧告の趣旨を継承し，能率的行政の基

礎としての予算制度改草に関する集中的研究の成果を公表し，当時の世論に重

要な影響を与えた。さらに大戦後，議会に設けられた「予算に関する特別委員

会 (SelectCommittee on Budget. 1919年)J に顧問として参画し， 1921年「予算

および会計法」に，実際的影響を及ぼすのである問。

本稿においてとりあげるW.F ウィロピーは，この『行政調査研究所」の初

代所長であり，また「節約と能率に関する大統領委員会」の主要メ Yパ の一

員であった。従って，彼の所説の中には予算および会計法」成立前夜にお

けるアメリカ予算制度改草思想の一つの典型的結品を，見ることが出来るであ

ろう。

II 

1918年6月 rニュー=ーク市政調査会」 と NewYork Academy of P仔

litical Scienceの提唱によって r戦争経済に関する国民会議 (NationalCon 

feren四 onWar Economy) Jが開催された。この会議は，当時焦眉の課題となっ

ていた予算および公共支出の節約に関1..-，戦時の経験を広〈検討し r園家。

財政政策における巨大な戦時問題の解決に資するJ ととを目的としていた醐。

ウィロビーは，ここで r政治改革の道具としての予算」上題する報告世行な

い，彼の予算制度改草論の概略を述べている。すなわち， r最初;予算制度の採

用は，政府とその諸行為の維持のために，歳入を確保し，資金を充当する改良さ

れた手続としてのみ，評価されていた。しかし，今や，それが完全に採用される

なら，現在制度化され機能している我々の政府機構 (gov町 n町田恒1machinery) 

の最も深刻な欠陥の多くを改善し，その結果，政治制度全体に重大な影響を与

えるであろうと，考えられている。i7
)

25) Studenski and Krooss， o.少 cit.，p. 323 
26) Pl問ceedingsof the Acade田 'yqf Political Scu:nce， 1918， Vul. VIII， pp. 126-127. 
27) Willoughby， Budge北asan Instrument for Political Reform，品id.，p. 56 
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ウィロピーによれば r政府の効率化」を達成するために，当時課題とき

れずこのほ，次の諸点であった。 (1)行政に関L.立法部・執政長官 (chiefexecu 

tive)・行政部門の下級職員の聞で，権限の所在を明確に確定すること。 (2)行政

に対L，国民の効果的統制を及ぼしうる手段を確定すること聞。そして，ウィ

ロピーの「科学的予算制度 (scientificbudgetary system)Jは， 以上二つの課題

を統一的に解決する「政治改革の道具」として提案されるのである。以下では，

彼の予算制度改革論がこれらの課題を如何に解決するかを検討しよう。この考

察は，ウィロビーの所論の真の意義のー側面を明瞭にするであろう。本節にお

いでは，先ず，第一の点から始める。

彼は，政府の「効率的で経済的な行政』を達成するにあたり，その物的基礎

をなす財務行政の能率化に決定的な重要性を認め，連邦予算制度を軸とする財

務行政制度の改革を主張するへそれは，次のような構造を持つ。

第一，財務行政過程を構成する諸段階を分割し，これらの権限り配置を，合

衆国憲法の規定する三権分立の政治制度の枠内で明確に Fる。すなわち，予算

の見積り・編成・執行の権限を行政部門 (aclm.inisl.r山 vebl-anch) と執政部 (e時

cutivc)に賦与しペ 立法部(legislature)には， 歳出法と関連立法の制定およ

び会計監査の権限を賦与する加。 これによって，従来の制度では不明確であっ

た立法部の権限が明瞭に規定きれる正共に，財務行政における管理・計両・執

行的職能が現実の政府業務を担当する執政部と行政部門のもとに集中され，財

務行政の能率化を促進する一つの保証が獲得される。

28) Ibiム pp.62-63 

29) r近年，国家や州の行政方法¢改良につき提出された明確な提案の中で，これらの政府が良好
な子算制度を採用することに関する要求は，最も重要である。管理の用具としてこの装置を採
用する ζ とは， より重要である。公務の能率的経育的行政 (aneffici団 tand economical 
administration of public affairs)が行われる場合，それは決定的に重要である。財務行敢につ
いての能率的な制度を発展させなければいかなる政府も能率的な行政を行い得ないこと，また逆
に，そ由ような制度を発展させた政府は，一般に，充分な行政制度の達成へ白道を営々と進んで
来た，ということを疑問をはき白人はほとんどないであろう。J(Willoughby， The Problem of 
a Natwnal'Budget， 1918， p. L) 

30) Ibid.， pp. 29-31 
31) Ibid.， pp: 97-98 
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第二に，以上のような財務行政過程を構成する権限の再配置にもとづき，各

部の能率的業務遂行を保証する合理的組織を導入する。

まず，政府業務の機能的分類と総合にもとっき，末端の最終機能単位から立

法・司法・執政・行政の四大部門に全るまで積みあげられた職能の体系を抽出

する。 ζ の職能自体系は，各業務における権限と責任白範囲を，段階的に，政

格に定めると共に i権限の方向(1皿eυfauth叩 ty)J をも，明瞭に表示してい

る明。この職能の体系に従って， 行政部門は「統合された行政 -/7、テム Can

Integrated Adm回 istrativeSystem)J に芹編され汽立法部には，単一の歳出予算

委員会と関連立法の委員会が組織されるへ これらの組J織は，全体といて，政

府業務の機能的体系に従い，相互の緊密な連携の下に組み立てられた「組織単

位 (org祖国tionunit)J の己エラノレヒーを形成する。

さらに，これらの組織とは別に，執政部には，執政長官の「道具」あるいは

「代理機関 (agency)J として，予算案の編成・教ほおよび行政の日常的監督・

調整を担当する機関が設けられペ 立法部には会計監査委員会がその「道具」

として組織されるヘ

第三に，この組織体系の中に，財務行政の夫々の業務に精通する職能的専門

家が配置される。すなわち i行政シ月テム」のヒエラノレヒーの中には，各々

に定められた権限と責任に厳格に従いつつ，政府業務の遂行と予算の見積りを

担当する，一群の職員 (0伍ciaIめが勤務するへまた，執政部の「代理機関」

には，行政部門より提出された予算諸要求の調整による政府予算案の編成，歳

出法の執行， 日常的な行政上の点検・調整，会計報告作成等の職務官担当する

32) Ibid.， pp. 11-12 
33) lbid.， pp. 31-33 
34) Ibid.， pp. 99-115 
35) Ibid.， pp. 33-37 
36) Wil10じghby，01う cit.，pp. 62-63 
37) i見積りの実際の表示において，直接の職員を構成している諸個人は，彼ら¢管轄下にある業

務の必要を見積り，笹ら 4り一段高、権限を有する職員へそれらを送付する。それらは， ここ
で細かく検討され，監査され，訂正され，そして集合され，再び次の職員に送られる。この過程
が最稜の集合が締めく〈られるまで続けられる oJ(Wi1loughby， opιit.， p. 24) 
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官僚が勤務する鋪〉。 さらに，議会の歳出予算委員会，関連立法委員会には，政

府諸業務に精通し，資金充当の決定に参与する「元官吏の委員 (exofficio mem-

bers)Jが，行政組織の系列に並列して配属され冊また，会計報告に対する「監

査'目」が配置されるべかくして財務行政過程の全ての部署に職能的専門家が

勤務することを意味し，彼らは連携された組J識体系の中で，自らの職能にもと

づき，その専門的技術を存分にふるうことになる。

第四に，これらの職能的専門家は，全体として執政長官の指揮のもとに統轄

されてゆく。

ウィロビ←は言う。 i一方では，統合された行政システムの採用句、向かう全

ての歩みは科学的予算制度がよって立つ本質的基礎を形成することを意味する。

そのような制度においては，行政上の全職7務寿が単一の行政機構〔伊o凹n回e;pl目e田 01a吋d-

m凹 1阻山n血115柑t位ra油tiv刊e皿 ach占:hin

ノルレ.マ不一ジヤ一〔匂ge:阻ne町ralm古1a叩n回l旧ag酔erめ〕としての執政者が， 全ての行政職員に対

する採用・免職・命令・監督・統制に関する十分な権限を保持して立つのであ

る。他方，執政者に予算に関する責任を賦与する全ての歩みは，彼の行政上の

責任を強化L，行政の指導者の地位に置く傾向がある。J41lかくして，執政長官

は「行政の長 (admnistra加 rin chief)J とLての地位に立ち，執政部に設けられ

た「代理機関」の旦タッフを I道具」として駆使しつつ，財務行政の全体的

管理主遂行することになる。

第五に，執政長官および「代理機関」の月タッフは，予算文書によって財務

行政に関する情報を集中し， T財務行政を科学的基礎の上に置きJ，政府の「事

業デログラム」である予算の編成と執行を「効率性と経済性 (e伍ciencyand 

economy)Jの原則のもとに遂行するG

ウ 4ロヒーは言う。 i政府の財政機能に関しては，一般的なものと特殊なも

38) Ibid.， pp. 33-35 
39) Ibid.. p. 109 
40) Willoughby，ゆ αt.，pp. 62-63 
41) lbid.， pp. 60-61 
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のと二種類の情報が要求される。一般政策 (generalpolicies)の明示については，

いくつかの大きな部門に分けられた全支出に関する情報が必要である。他方，

決定された資金が有効な方法で適用されるのを確め，かつ，実際の支出に対す

る適当な管理・調整を維持するには，個別り単位，あるいは個別の行為と H的

に向けられた，支出り細目に関する情報が必要である。本来，情報文書 (infor-

ma tion documen t)である予算は，出来る限り明瞭な方法で両クラスの情報を表

現すべきである。」叩

かくして，政府経費は機能と白的別に五つの観点、から分類され，前述の「組

織単位」の系列十基礎止して，予算に編成・表示される叫。 さらに，簿記制度

に変更が加えられ，政府組織の機能的体系にそって記号化された一連のカー

ド-:/'ステムを採用することによって，政府経費の記録と管理が合理化される。

「こうして， 例えば Divisionof Vital Statistics が Bureauof the Census 

の 4番目の部局 (divis旧n)であり Bureauof the Censusが Departmentof 

Commerceの12番目の課 (bureau)であり， Department of Commerceが行政

部門の 9番目に位置し，行政部門が政府の 4大部門のうち 4番目に位置すると

すれば，それは 4-9-12-4なる記号を得る。同様に，政府諸業務の各グノレー

プや個々の諾業務，あるいは支出の各クラ λやその下位グラ旦の諸項目は，夫

夫適当な記号で表示される。」とウィロビーは述べている400

さて，以上のような政府経費の機能別・目的別分類と，これにそ勺た簿記制

度り変更によって予算は，政府活動の構造を明瞭に表刀てする情報文書としての

42) Willoughby， 0;ρ cit.， pp. 25-21:) 
43) 政府経費は， (1)基金 Cfund)，(21組織単位 (organizationunit)， (3)行為 (activities)，(4)支出

の性格 (charact-er)，的支出の対象 (object)，によって項目分けされ， このうち「組織単位」
による分類が最晶主要なものとみなされる。 r予算データの明示の基礎として組織単位を採用す
るこ左に賛成する議論は，他の観点から支出に関する情報を提供することが望ましいことを，無
視するものでない。他の情報は，組織単位に関する統計田下で副次的項目として現われ，かくし
て，支出され，見積られた経費の目的対皐に関し，詳細な情報を提供するであろうoJ CIbid.， 
p. 25.) 

44) rこの記号表の便宜は，ぞれが無制限に拡張しうることであり，また，この表が特定の項目の
みでなし分類表におけるこの項目の位置をも明示し，かつ，支出文書に記録する仕事を大幅に
節減するととであるー政府職員は，記号の全リストを覚える必要はない.勿論，各部門の者は，
その記号とそれの下級の部分の記号を知っているむであるoJCIbid.， p. 21.) 
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性格を発展させる。これらの改革の上に，政府経費の中に「原価 (c田 t)J の概

念を移植L，同一あるいは類似の機能に属する同格の組織諸単位の「相対コス

ト(relativecosts)J の対比により， 各業務の効率を測定し，これを政府の事業

プログラム決定の合理的規準とする相。組織諸単位の「相対コスト」の比較は

また，これらの組織に勤務する職員の勤務評定および，行政組織の統廃合の

客観的規準として倒き，行政能率と経費節約を促進するぺ

第主に，固有部門および公共事業部門など急激に増大する投資的業務は，犬

々「特殊予算 (subsidiarybudget)J として， 一般予算より分離する4九各業務

は「特殊会社 (suhsidiarycorporat山川として，公共企業体 (publiccorporation) 

の形式において組織され，資産勘定と運用勘定，貸借対照表，原価計算制度，

職能的賃金体系と昇進制度など，民間企業の会計方式・経営管理方式を採用す

るぺ資金については.独立採算制をと句収益事業化を図ると共に，資本支出

の不足分に関しては，一般政府の「投融資(loan)J および民間の「公募債J を

導入するへかくして，政府の投資的事業部門を，純粋にピジネ旦ライクな経

営原則のもとに置き，類似の民間企業との効率比較によって，これらの事業の

合理化を促進する。

さて，以上がウィロビーの予算制度改革論の構造である。このように考察し

てくると，彼の「科学的予算制度」の一面を示すーっの表象が浮き出て来るで

あろう。それは，職能の機能的分割によって規格化された，集権的な組織体の

中で，定められた規律に従しv能率的に， 切の無駄なし財務行政全般を蛍

む専門的技術を装備した勤務員の体系である。この組織体の頂点に立つ少数の

管理者は原価」という客観化された数量を把握し，機械装置のような正碓

さをもって，組織の合理的政策決定と能率的管理とを遂行している。ウィロピ

45) Ibid.， p. 11 

46) Jbid.， pp. 23-24 
47) Ibid.， pp. 80-81 
48) lbid.， p. 85， p. B8 
49) lbid.， p. 86， pp. 89-90 
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にあっては，かくして，政府組織のトップ・マネジメ γ トが，財務行政にお

ける「能率的システム」と「合理的情報』とを，統一的に把怪する手段こそ

「科学的予算制度」なのだ， と言えよう。

III 

さて I科学的予算制度」の採用によって，閏家の財務行政がかくのごとく

能率的に遂行される場合，それは，議会および国民の民主主義的統制と如何に

調和されうるのであろうか。この点を考察することが，本節の課題である。

周知のように，予算とは，技術的意義においては国家の金銭収支の見積り表

であるが，政治的意義においては，議会すなわち国民代表者に対する収支見積

りの承諾要求書であるとされている問。古典的な予算原則と形式は，絶対王制

の国家権力の中核の一つである財務行政権を監視・規律しようとする，ブノレジ

.7民主主義革命の過程で形成されたものである。すなわち，予算は，国家の

財政収入をその中に集中的に表現し，かつ，その使途を出来るだけ明瞭にし，

これを議会の協賛・議定のもとに置くことにより，国民の経済的負担を軽減す

る，最も有力な手段であった。この目的に従って，予算の統一性・包括性ある

いは年度性・限定性の原則が形成されたのである問。

ところで，ウィロピーにおいても，予算は「真の民主主義 (realdemocracy)Jに

到達する「道具Jとして，積極的に評価されている。彼は言う。 I政府事業が

過去において如何に営まれ，如何なる現状にあり，かっ，如何なる将来計画が

検討されているかを，公衆が日常的に認識しうる十分な手段が存在しなければ，

公衆の意志がP 賢明に表明きれ得ないことは，ほとんど指摘するまでもない。J

良好に準備きれた予算制度こそ，国民に「政府の過去の活動・現状・将来の提

案を知らしめ，かつ，その責任を明確に定めると共に，監督の手段をも提供す

るのである。」回

50) 島恭彦「財政学概論」三笠書房，昭和国年， 233頁0

51) 同上， 223-224頁.
52) WIlloughby， Budget as an Instrument for Political Reform，ゆ cit.，p. 57 
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また r予算制度の採用は，明らかに，我々の政治制度における真実の地位

と職能を立法部に与える，最も有効手な段となる。」関， r執政者と彼り部下がそ

の義務を如何に果したかを，立法部が，容易に，厳格に点検しうるよう，文書

が編纂され，かつ，付属の文書と資料で捕われることは，良好な予算制度の本

質的要件なのである。」か〈して，立法部には， (1)会計監査官， (2)会計監査官

の報告を検討する無党派の委員会， (3)歳出予算委員会・関連立法委員会，の諸

組織が配置されるの立法部は，これら諸組織を自らの「道具 lとして運用しつ

つ，機能別・目的別に明示された予算を把握し，財務行政の 般的指導・監督

・統制を行使する， と彼は考えているヘ

なるほど，彼の所論においても，国家権力の財務行政権と議会および国民の

聞には有効な対持関係が成立しうる告叶こ見える。しかし，財務行政の効率的運

営が要求されればされる程 この要求は，現実には，議会における予算議定権

の「硬直した」枠lと衡突せざるを得ない。ウィロビーは，この衝突を次のよう

に解決しようとする。

第一に，予算 (budget) と歳出法 (appropr同 ionact)の聞の機能上・目的上の

区別に着目1..-，議会における歳出法決定方式を i弾力的」なものに改める。

彼は言う。 r予算は，操り返し指摘したように，本質的に情報文書 Cあふ

従って，それは，政府の過去・現在・将来。収入・支出の解説を，出来高限り

詳細に明示すべきである。」しかし r歳出法は，支出に関し，国庫からの資金

充当を認可するのみでなしこの資金の支出方法を規定することをも目的とす

る。」時歳出法のこの第二の目的を達成する場合，予算の明示においては発生し

なかった問題が生じる。 rすなわち，充当金の支出方法を事前に，厳重に規定

することが，どの程度まで可能であり，かつ望ましいか，という点である。」

充当金の支出方法を，政府支出の見積りが予算の中に明示されると同様に細

目にわたり明示することは，望ましくなく，実行不可能でもある。何故なら，

53) Ibid.， p. 59 

t14) Ibid.， pp..62-63. 

55) VViJloughby， o.ρ cit.. p. 44 



59 (149) 

「そうすることは，行政部門の職員の手を縛れ彼らの義務の効果的遂行を不

可能とさせる。全ての不測の事態を予見すること，および厳密な費用を事前に

不可能なのであるσ」同

以上の論拠によって，議会における歳出法決定方式と Lて，

予算制度改革論における「科学的管理」と「真の民主主義」

計画することは，

「充当項目聞で

「割り当て制の移転制度 (theTransfer System between Appropriation Heads)J 

行政部充当金の弾力的流用に関し，度(血eAllotment System) Jが採用され，

門の職員に自由裁量権が保障される。

第二に，政府の投資的事業部門に対する議会の「硬直した」統制を「弾力

的」なものに改める。すなわち，

予算の編成・執行権を各企業の取締役会に委譲する'"。

これらの部門を特殊法人の形式で独立させ，

議会の「代理さらに，

とれら特殊法人に対する全般的監督権を委譲する冊。

以上の措置は，投資的部門が一切の政治的紛争と議会の議定の硬直性から独立

し，弾力的・能率的Jこ経蛍されることを可能にする。それはまた，

っている重荷J，を軽減することにもなる。すなわち rこの予算は，業務の経

営をあずかっている人々によって準備された見積PとしてP 直接，議会に提出

されるのではない。先ず，議会の代理機関として，これらの行政職員の行為に

対L-，全般的監督・統制を及ぼすζ とを義務とする組織によって，点検・是認

される 通常，議会は，この組織の詳細な判断を承認しうるのである。」問

さて，以上のように，政府の一般部門と投資的部門の職員に，財務行政の自

由裁量権を，大幅に保障した上で，第三に，議会における歳出法決定過程を改

「議会の負

機関 (ageney)Jを設け，

草する。

この職務のための組織が行政組織に従「この領域で責任を遂行する際には，

率直に認めるべきである。」叫すなわい.かつ合致すべきであるという原則を，
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e>， I政府行政の支柱であるところの資金充当に関c，全責任を単一の委員会

に集中せしめ，この委員会が，行政組織と対応する内部組織を持つ(j)'-Cある。」

かくして議会の中に，行政、ンステムの陪層に相応し，機能的に積み上げられた

委員会組織の階層が再生され，個々の議員は，職権にもとづき，委員会内の特

定単位の審議にのみ参加することが定められる'"。 こうして，執政部から予算

案が提聞きれる L それは機能別に分解され，議会内の委員会単位と，対応す

る行政部門の組織単位との円滑た情報交流の下に，迅速に検討される三ととな

る。

以上のことは，議会における日常的財務行政機能が，議員の一般的立法活動

とは相対的に隔離されたところの官僚機構，およびこれと有機的に結合した委

員会の中で処理されることを意味する。いまや，議会は，民間企業の「取締役

会」に類比せられペ 政府機構の一環に，実質的に，組み入れられることとな

る。ウィロビーは，この点を次のように述べている。 I我々の政府体系の下で

は，一方での権限賦与・指令・財政および監督の機能と，他方での執行機能と

が，明確に区別されるだけでなく，独立した機関が各々の機能の遂行のために

設けられる。二つはかくして，区別されるとは言え，証左肩ゐ実暴走合Eふろ共

通の目的を持っ亡し、る。かかる共通の目的を有するが故に.これらの機能遂行

機関。二つは，分離しているが，一個のメカニズムの緊密に連関した部分であ

り，統 的なものと，必ず，みなされるべきである。 ζ の目的のために，二コ

は，組織と手続規定のいずれの点においても同ーの諸原則に立脚し，従うべき

こkは必須のととである。」聞この議会と執政部門との「完全な調和」は I能

率的行政に不可欠の第一条件」として，重視されるのである刷。

Gl) lbid.， p. 115 

62) Iあらゆる事業におけるごとし政府には一方での権限賦与指令ー財政および監督と，他方
での執行というこつの機能が区別されよう。私的企業においては，前者の完還は取市役会に任せ
られており後者四それは経営陣管理者に任せられている。政府においては， 前者は立法部
に，後者は執政部に任せられ口、る。両機能は，共通り同的を有する，一つのプロセスの習日?に
すぎないoJ(Ibid，o p， 113) 

(3) luid.. p. 99 
64) Ibid.， p. 113 
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さて，本節の冒頭でみたのように，彼の予算制度改草論は「真の民主主義」

に到達する「道具」主して，提起きれていた。以 kの考察によって，我々は，

次のような結論を得るであろう。

すなわち，ウィロビーの所謂仁真の民主主義」とは，とりもなおさず議会に

よる行政機関の個別I的統制が不可能となり，議会は，一括された予算表とその

効率的運営の原則を承認するだけにおわり，官僚組織が議員を個々に組織し，

行政機関に組み入れることである。なるほど，南車交書tLモゐ宇生は，政府

活動の明細を表示しており，国民は専門的会計知識さえあれば，これを理解し

うるかも知れない。しかし，財務行政に関する情報の管理権は執政部に集中し，

議会全体は，行政府の個々の執行過程を統制する手段を喪失する。こうして，

議会は，執政部から提供される，政府の事業プログラムに関する情報にもとづ

いて，予算全体とその執行の効率的運用の原則を承認する機関に転落し，その

上で，個々の議員がバラバラにされ，行政機関に組み込まれるのである。行政

部門の活動は，事後的に，会~[監査技術を有する役人によって監査されること

となる。

かくして，我々。目前には r科学的予算制度」における「民主主義」概念

の重要な認容が，浮び出て来る。かつては，議会が予算議定を通して，個々の

行政機関に働ら〈官僚を統制した。これが古典的な予算制度における，民主主

義の原則であ η た。しかし， ζれからは，官僚が編成した予算にもとづき，議

会は，その効率的運営原則を決定しうるのみとなり，議員による行政統制の権

限は，行政部門の一員として官僚組織に参加しうる権利に変質 Lた。これが

「真の民主主義」なのであろうか。

IV 

すでに述べたように，ウィロビーの予算制度改革論の背景には，植民地戦

争・帝国主義戦争および国内の階級抑圧のための軍事部門の拡大，あるいは，

固有部門・公共支出の急増など，独占段階における国家機能の急激な膨張と，
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これによる連邦政府財政の危機が存在した。彼の所論は，ミうした事態のもと

で， I政府の効率イ七」を達成する「政治改草の道具」左して提起きれたのであ

っ犬二。

我々 は， これまでの考察によって，ウィロビーの予算制度改革論の意義の

側面を，次のように結論しうるであろう。すなわち，それは今世紀初頭から第

一次大戦にかけて急激に進展する国家機能の膨脹と，連邦政府財政の危機に対

応し，財務行制度全般の合理化を推進するものであって，国家財政の企業的管

理を説〈ことにより I効率的・経済的行政」の名の下に，議会による行政統

制の権限を縮少し，官僚による財務行政支配の強化をおし進めるものである。

古典的な予算原則の確立期においても，また資本主義の独占的段階への移行

期である二十世紀の初頭においても，予算制度改革をめぐる中心課題は I民

主主義の確立J I安価なる政府の樹立」であった。ところが，この言葉の意味

するところは，官僚制度と議会制度の二元的関係が存在するというフソレジョア

民主主義制度の共通の条件のもと C，そり相対的重点が，議会止土主官会議宿

ゐ歳剥か色合会議権止土色議会ゐ盆議ィ't:"t歩合士急りである。この移行を決

定的たらしめるものは，ウ 4ロピ にあっては，ブルジョア的発展の一極致た

る民間企業の能率増進運動の成果 とりわけ「科学的管理法」 の政府部

門への移植であった。

左とろで，ウィロピーが彼の予算制度改草論を精力的に展開じた当時のアメ

リカは，第一次大戦下にあり.戦時国家独占資本主義の下で，国家による国民

経済全般の権力的統制と国家財政の集中管理とが，単一の機構に結合されてい

た。国家財政の危機は，この戦時体制のもとで最も深刻な形をとって現われて

いた。こうした戦時の経験が，ウィロピーの所論に如何なる影響を与えている

かをさらに立入って考察することは，彼の所論の意義に関L.，より全面的な評

価を下宇うえで不可欠の課題であるばかりでなく，一般に，戦争・恐慌といっ

た独占段階における資本主義体制の危機を通じて発展する財政制度改革論の性

格を，その端緒において把握するうえで，きわめて興味ある課題であろう。こ
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の点の考察は後にゆずることとし，ここではきしあたり，次の点を指摘してこ

の稿をとじることとしたい。すなわち，民間産業が資本主義の独占的段階への

移行に伴って発展させて来た企業管理の方式が，政府部門の予算制度改革論に

導入されると，政府活動の機能的細分と総合を基礎として，権力の集中と官僚

体制の強化を結果1--，かつコスト評価による政府部門の能率管理原則を生み出

す，という事実である。かくして「科学的予算制度」は，政府組織のトップ・

マネジメントが「能率的・経済的行政」の名の下に，これを妨げる障害を除去

し，財政資金の効率的動員とこれに惰持する行政、/九テムの合理化を推進する

「政治改革の道具」となるのである。


